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定 期 監 査 の 結 果 に つ い て （ 令 和 ４ 年 度 第 １ 次 ）  

 

地 方 自 治 法 第 199 条 第 １ 項 及 び 第 ４ 項 の 規 定 に 基 づ き 定 期 監 査 を 行 っ た

の で 、同 条 第 ９ 項 の 規 定 に よ り 、監 査 の 結 果 に 関 す る 報 告 書 を 提 出 し ま す 。  

な お 、 本 監 査 及 び 報 告 は 大 牟 田 市 監 査 基 準 に 準 拠 し て い ま す 。  

 

１  監 査 の 種 類  定 期 監 査  

２  監 査 の 対 象 部 局 等  市 民 部 、 産 業 経 済 部 、 環 境 部 、 企 業 局 、  

農 業 委 員 会 事 務 局  

３  監 査 の 実 施 期 間  

令 和 ４ 年 10 月 ３ 日 （ 月 ） か ら 令 和 ４ 年 11 月 30 日 （ 水 ） ま で  

４  監 査 の 対 象 及 び 範 囲  

財 務 に 関 す る 事 務 の 執 行 等   令 和 ４ 年 ８ 月 末 日 現 在  

物 品 、 現 金 等 の 管 理      検 査 日 現 在  

５  監 査 の 着 眼 点  

   監 査 の 対 象 と な っ た 財 務 に 関 す る 事 務 の 執 行 及 び 経 営 に 係 る 事

業 の 管 理 が 法 令 に 適 合 し 、正 確 に 行 わ れ 、最 少 の 経 費 で 最 大 の 効 果

を 挙 げ る よ う に し 、 そ の 組 織 及 び 運 営 の 合 理 化 に 努 め て い る こ と 。 

６  監 査 の 方 法  

今 回 の 監 査 は 、主 に 令 和 ４ 年 度 に お け る 財 務 に 関 す る 事 務 の 執 行 状

況 を 対 象 と し 、関 係 法 規 及 び 予 算 に 基 づ き 適 正 に 管 理 、執 行 さ れ て い

る か ど う か に つ い て 試 査 す る と と も に 、関 係 職 員 等 か ら の 説 明 を 受 け

実 施 し た 。  

７  監 査 の 結 果  

監 査 対 象 の 事 務 に つ い て は 、概 ね 適 正 に 執 行 さ れ て い た が 、そ の 一

部 に お い て 、次 の と お り 個 別 指 摘 事 項 が 認 め ら れ た の で 、必 要 な 措 置

を 講 じ ら れ た い 。  

な お 、個 別 指 摘 事 項 に 対 す る 措 置 が 講 じ ら れ た 場 合 は 、そ の 通 知 を

求 め る も の で あ る （ 地 方 自 治 法 第 19 9 条 第 14 項 ） 。  
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【 監 査 項 目 】  

一 般 会 計  

（ 市 民 部 ）  

[歳 入 ]  

１  総 務 手 数 料                      （ 市 民 課 ） 

２  軽 自 動 車 税                      （ 税 務 課 ） 

[歳 出 ]  

３  広 聴 相 談 活 動 費                  （ 市 民 生 活 課 ） 

４  戸 籍 異 動 処 理 事 務 費                  （ 市 民 課 ） 

５  賦 課 徴 収 費                      （ 税 務 課 ） 

[公 印 ・ 物 品 ]  

６  公 印・物 品 の 管 理             （ 市 民 生 活 課 、税 務 課 ） 

 

（ 産 業 経 済 部 ）  

[歳 入 ]  

１  環 境 共 生 緑 地 敷 地 使 用 料              （ 産 業 振 興 課 ） 

２  石 炭 産 業 科 学 館 観 覧 料            （ 観 光 お も て な し 課 ） 

[歳 出 ]  

３  中 小 企 業 金 融 対 策 費                （ 産 業 振 興 課 ） 

４  企 業 誘 致 費                    （ 産 業 振 興 課 ） 

５  動 物 園 管 理 費                （ 観 光 お も て な し 課 ） 

  （ １ ） 動 物 園 施 設 管 理 費  

  （ ２ ） 動 物 園 駐 車 場 管 理 費  

６  新 規 就 農 支 援 事 業 費                （ 農 林 水 産 課 ） 

７  三 池 港 に ぎ わ い 創 出 事 業 費        （ 三 池 港 ・み な と 振 興 室 ） 

[公 印 ・ 物 品 ]  

８  公 印・物 品 の 管 理      （ 産 業 振 興 課 、三 池 港・み な と 振 興 室 ） 

 

（ 環 境 部 ）  

[歳 入 ]  

１  ご み 処 理 手 数 料                  （ 環 境 業 務 課 ） 

２  製 造 肥 料 頒 布 収 入                 （ 環 境 施 設 課 ） 

[歳 出 ]  
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３  水 洗 化 促 進 キ ャ ン ペ ー ン 事 業 費           （ 環 境 業 務 課 ） 

４  ご み 処 理 委 託 料                  （ 環 境 業 務 課 ） 

５  し 尿 処 理 委 託 料                  （ 環 境 業 務 課 ） 

６  リ サ イ ク ル プ ラ ザ 管 理 費              （ 環 境 施 設 課 ） 

[公 印 ・ 物 品 ]  

７  公 印・物 品 の 管 理           （ 環 境 業 務 課 、環 境 施 設 課 ） 

 

（ 農 業 委 員 会 事 務局 ）  

[歳 出 ]  

１  農 業 委 員 会 事 務 局 費  

 

国 民 健 康 保 険 特 別会 計  

（ 市 民 部 ）  

[歳 出 ]  

  １  出 産 育 児 一 時 金・ 葬 祭 費              （ 保 険 年 金 課 ） 

 

水 道 事 業 会 計  

[支 出 ]  

１  委 託 料  

２  工 事 請 負 契 約 事 務  

[公 印 ・ 物 品 ]  

３  公 印 ・ 物 品 の 管 理                   （ 総 務 課 ） 

公 共 下 水 道 事 業 会計  

[収 入 ]  

１  公 共 下 水 道 使 用 料 金 の 算 定 ・ 徴 収 事 務  

[支 出 ]  

２  前 渡 金 の 管 理  

[公 印 ・ 物 品 ]  

３  公 印・物 品 の 管 理              （ 総 務 課 、下 水 道 課 ） 

 

【 個 別 指 摘 事 項 】  

一般 会計  

（ 産 業 経 済 部 ）  
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１  動 物 園 管 理 費                （ 観 光 お も て な し 課 ） 

（ １ ） 動 物 園 施 設 管 理 費             

大 牟 田 市 動 物 園 空 調 工 事 に つ い て 、6 月 1 日 に 契 約 し て い た が 、

8 月 末 時 点 で 支 出 負 担 行 為 書 が 起 票 さ れ て い な か っ た 。  

ま た 、 9 月 3 0 日 に 工 事 が 完 成 し 、 1 0 月 3 日 に は 建 築 住 宅 課 職

員 に よ る 検 査 確 認 が 終 了 し て い る に も か か わ ら ず 、 1 1 月 1 6 日 時

点 で 支 払 い 処 理 が な さ れ て い な か っ た 。  

検 査 確 認 書 受 理 後 に 原 課 が 工 事 写 真 の 手 直 し を 指 示 し て い た

た め の 遅 れ で あ っ た が 、工 事 は 計 画 ど お り に 施 工 さ れ 、検 査 確 認

も 終 わ っ て い る こ と か ら 、速 や か に 支 払 い 処 理 を 行 う べ き で あ る 。 

 

（ ２ ） 動 物 園 駐 車 場 管 理 費                     

大 牟 田 市 動 物 園 駐 車 場 管 理 業 務 委 託 契 約 に お い て 、以 下 の よ う

な 事 例 が 見 受 け ら れ た 。  

・  契 約 で は 業 務 報 告 書 、 駐 車 管 理 シ ス テ ム 保 守 報 告 な ど 報 告

書 の 提 出 が 求 め ら れ て い る が 、例 月 の 業 務 報 告 書 し か 提 出 さ

れ て い な か っ た 。さ ら に 、提 出 さ れ た 例 月 の 業 務 報 告 書 に は 、

駐 車 場 使 用 料 の 記 載 し か な く 、業 務 の 実 施 結 果 及 び 処 理 状 況

に つ い て の 報 告 は さ れ て い な か っ た 。  

  ・  バ ス な ど の 大 型 車 用 の 駐 車 場 に は 駐 車 場 ゲ ー ト が な く レ シ

ー ト が な い た め 、駐 車 場 使 用 料 を 確 認 す る に は 、委 託 業 者 が

駐 車 場 入 口 で 交 付 し て い る 領 収 書 の 控 え を 確 認 す る 必 要 が

あ る が 、 そ の 確 認 を 行 っ て い な か っ た 。  

・  繁 忙 期 な ど に 、 委 託 業 者 の 判 断 で 大 型 車 用 の 駐 車 場 に 普 通

自 動 車 等 を 駐 車 さ せ て い る が 、そ の 際 に 発 行 す る 領 収 書 の 控

え が な く 、 駐 車 台 数 や 駐 車 料 金 の 確 認 が で き な か っ た 。 さ ら

に 、原 課 は 委 託 業 者 が そ の よ う な 取 扱 い を し て い る 事 実 も 把

握 し て い な か っ た 。  

・  再 委 託 は 禁 止 さ れ て い る が 、 承 諾 を 得 ず に 「 駐 車 管 理 シ ス

テ ム 保 守 点 検 」 「 機 械 警 備 保 守 点 検 」 が 再 委 託 さ れ て い た 。 

 

動 物 園 駐 車 場 に つ い て は 、 令 和 ２ 年 度 定 期 監 査 時 の 「 動 物 園

駐 車 場 使 用 料 」 に 係 る 監 査 に お い て 、 契 約 書 ・ 仕 様 書 等 に 定 め
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ら れ て い る 業 務 が 行 わ れ て い る か の 確 認 が 不 十 分 で あ る こ と

や 、 仕 様 書 の 業 務 内 容 に 不 備 が あ る こ と を 指 導 し て い た 。  

し か し な が ら 、今 回 の 監 査 で も 、業 務 の 確 認 が 不 十 分 で あ り 、

前 回 の 監 査 で 業 務 内 容 に 追 記 が 必 要 と さ れ た 項 目 の 追 記 が さ

れ て い な い だ け で な く 、他 に も 駐 車 場 の 管 理 に 必 要 な 仕 様 の 不

備 が 明 ら か と な っ た 。  

市 が 直 接 実 施 す る よ り も 、効 果 的 な 事 業 実 施 が 可 能 と 判 断 し 、

業 務 委 託 を 行 っ て い る こ と か ら 、そ の 事 業 の 実 施 状 況 に つ い て

の 確 認 は 必 須 で あ り 、 契 約 書 ・ 仕 様 書 に 基 づ き 提 出 さ れ た 報 告

書 や 業 務 実 施 状 況 に つ い て の 確 認 は 適 切 に 行 う べ き で あ る 。  

業 務 委 託 契 約 の 内 容 を 十 分 に 理 解 し た 上 で 、事 業 の 実 施 に 取

り 組 ま れ た い 。  

 


